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七尾市新型コロナウイルス等感染症を踏まえた避難所開設運営マニュアル 

 

令和２年７月 

七  尾  市 

 

１．目的 

 

新型コロナウイルス感染症が流行している状況で、感染予防や感染拡大防止を図りなが

ら避難所を開設・運営することを目的に、本マニュアルを定める。 

本マニュアルは「七尾市避難所運営マニュアル」と併せて活用するものとする。また、

石川県作成の感染症対策指針等も参考にして、避難所の運営を行うものとする。 

 

２．基本的な対策方針 

 

（１）避難所の過密（三密）状態防止のための事前対応 

（２）避難所の衛生管理及び避難者の健康管理の徹底 

（３）避難所スペース及び新たな避難所の確保 

（４）避難者自身の感染予防対策・感染拡大防止措置への理解と協力依頼 

（５）感染が疑われる避難者への適切な対応 

 

３．具体的な対策方法 

 

（１）避難所の過密(三密)状態防止のための事前対応 

   ① 避難所での過密状態を避けるため、自宅が安全な状態と確認できる場合（在宅避 

難、垂直避難＝２階へ避難するなど）や避難所以外で安全を確保できる場合（親戚 

や友人の家等への避難）は、なるべく避難所以外での避難を検討していただくよう 

周知する。 

② 避難所での過密状態を避けるため、車中泊することも分散避難の一つとして有効 

    な対応であることも周知する。（※避難所隣接の駐車場や安全が確保できる場所） 

 

（２）避難所の衛生管理及び避難者の健康管理の徹底 

① 避難所の受付では、まず検温及び消毒ブースを設け、避難者に必ず検温と手洗い 

 を周知する。また、避難者に避難者カードと健康状態チェックカードを記入してい 

ただき、受付スペースにて健康状態を確認し、受付を行う。 

② 手洗い及び咳エチケットを避難者に徹底させるため、避難所内の情報掲示板に感 

 染症対策のチラシ等を掲示する。 
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③ 避難所内、特に居住スペースについては十分な換気に努める。 

④ 居住スペースについては、避難者間の間隔を２ｍ程度確保し、避難者同士は対面 

とならないようにし、過密を避ける。 

   ⑤ 避難者同士が接触しないように動線分けをし、通路の間隔を２ｍ程度確保する。 

⑥ 避難所受入れ時の他に、適宜避難者の検温を実施し、避難者自身が体調管理表に 

より健康管理を行う。 

⑦ 避難所の駐車場での車中泊におけるエコノミークラス症候群対策として、避難所 

内の情報掲示板に注意喚起チラシを掲示する。 

 

（３）避難所スペース及び新たな避難所の確保（長期的な避難が必要になった場合） 

① 指定避難所におけるスペース確保のため、学校における教室の活用等、避難所と 

 して使用できるスペースを最大限拡大するよう努める。 

② 発災した災害や被災者の状況等によっては、避難所の収容人数を考慮し、あらか 

 じめ指定した指定避難所以外の避難所を開設するなど、通常の災害発生時よりも可 

 能な限り多くの避難所の開設を図るとともに、ホテルや旅館等の活用等も検討する。 

③ 一時避難所として、地区集会所などを活用することについて町会等に協力を求め、 

 その際は避難所同様に感染症予防や感染拡大防止に努めるよう周知する。 

 

（４）避難者自身の感染予防対策・感染拡大防止措置への理解と協力依頼 

① 避難する際には、マスク、消毒液、体温計、食料、飲料水などを持参のうえ避難 

するよう協力をお願いする。 

② こまめに手洗いするよう周知する。 

③ トイレの水洗が通常使用できる場合は、必ず蓋を閉じてから流すよう周知する。 

④ 避難所内では、原則マスク着用とする。マスクがない場合は、ティッシュやハン 

カチで口と鼻を覆う。また、咄嗟に咳が出るときは袖や上着の内側で覆う。 

⑤ 避難者は、向かい合わせではなく、なるべく背を向けて座ってもらう。 

⑥ ３７．５度以上の熱がある場合、又は強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困 

難）がある場合は、速やかに避難所運営職員等に報告する。 

⑦ 物品等は、汚れがあるとき、家庭用洗剤等を用いて清掃するなど、 避難所の衛生 

環境をできる限り整える。特に、共用スペース（トイレなど）の清掃、消毒を徹底 

して行う。 

（５）発熱、咳などの症状のある方への適切な対応 

① 避難者に発熱、咳などの症状が出た場合（感染が疑われる症状になった場合）に 

は、帰国者・接触者相談センターに連絡し、能登中部保健福祉センター（帰国者・ 

接触者相談センター）の指示に従い、対応する。 
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② 避難者に発熱、咳などの症状が出た場合、専用スペースを確保する。専用スペー 

スは、可能な限り個室にするとともに、専用のトイレも確保する。専用スペースが 

確保できない場合は、可能な限りパーテーションで区切る等の工夫をする。動線も 

一般の避難者とは分け、ゾーニングを図ること。 

 

（６）濃厚接触者の方への避難誘導 

  ① 濃厚接触者の方が避難する場合は、防災対策室と能登中部保健福祉センターと連 

携をとり、慎重に対応すること。 

 

（７）感染者が確認されたときの対応 

   ① 避難者で感染者が確認された場合は、防災対策室や能登中部保健福祉センター等 

の指示に従い、移送、隔離、消毒等の対応を行う。 

   ② 他の避難者については、その場でとどまり、防災対策室や能登中部保健福祉セン 

ター等の指示に従い行動するよう、避難者対応に努める。 

 

 

※ 能登中部保健福祉センター（帰国者・接触者相談センター） 

［電話 ０７６７－５３－２４８２］ 

 

   ※ 七尾市役所 防災対策室 

      ［電話 ０７６７－５３－６８８０］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

[別添資料] 

 

  ・ 避難所における新型コロナウイルス感染症対策指針（石川県 R2.6 作成） 

 

  ・ 七尾市避難所運営マニュアル 



 

 

≪ 資料等 ≫ 
 

 

 

□ 健康状態チェックカード 

□ 避難所における体調管理表 

□ 避難者が発熱（体調不良も含む）の症状が出た場合の対応 

□ 避難所[イメージ図] ※新型コロナウイルス感染症対策 

□ 長期にわたる避難対応（例） 

□ 避難所での啓発掲示物 

 



避難所を利用する方へ（事前確認）                 ※太枠は職員が記入します 

健康状態チェックカード 

※下記の項目にご記入をお願いします。 

受付番号 令和  年  月  日（  ） 

[特記事項] 

関係機関と連携を図り、対応することに同意いたします。 

※避難所での緊急対応以外に使用いたしません。 

ふ り が な  
生年月日 

Ｔ・Ｓ・Ｈ・Ｒ 

年   月   日 
氏  名 

 年 齢    （歳） 

住  所 

連絡先[携帯] 

性 別 男 ・ 女 

体 温 度    分 

車両番号(車種)  

◆現状について （該当するものに○） 

１ 通院している [病院名]          [主治医] 
 

[通院理由] ・糖尿病 ・高血圧 ・高脂血症 ・心臓病  

・呼吸器疾患 ・透析 ・その他（        ） 
 

≪服薬名：                 ≫    

２ 妊娠している（女性） [病院名]          [主治医] 

３ 体が不自由である [症状] 

≪障害手帳≫ 

有 ・ 無 

≪介護認定≫ 

 無 ・ 要支援 ・ 要介護(  ) 

◆感染者との濃厚接触の有無について （該当するものに○） 

１ 感染者と接触した [最終接触時期] 令和   年   月   日頃 

２ 感染が確認されて自宅療養中 [療養開始時期] 令和   年   月   日頃 

◆症状について （該当するものに○） 

１ 熱がある （    ）日前から（   ）度（   ）分  程度 

２ 風邪の症状がある 咳  鼻水  頭痛  のど痛み  関節痛  寒気 その他（      ） 

３ 息苦しさや強いだるさがある [症状] 

４ 味覚、臭覚に異常を感じる [症状] 

５ 皮膚の異常(かゆみや発疹)がある  ［症状の部位］                  

６ 胃腸症状がある   下痢 腹痛 嘔吐 その他（                 ） 

７ 特になし 

◆その他（意見等などありましたら、ご記入ください） 

 

以上で記入は終わりです。ありがとうございました。 



避難所を利用する方へ（事前確認）                 ※太枠は職員が記入します 

 

支援が必要な場合など、 
特記事項はこの欄に記載 

車で避難した場合、車両

番号と車種を記載 

受付時に検温した体温 

非常時用にかける携帯電話 

該当するものがあれば、症状の確認を行う。

必要に応じて、主治医に連絡する。 

この欄に記入された方は、保健所の連絡は

必須（本人）。対応を確認すること。 

この欄に一つでも○があった方は、保健所に

連絡をし、対応を確認すること（本人）。 

この欄に記載があれば、内容を確認し、回答

が必要な場合は、確認して対応する。 

記 入 例 



避難所における体調管理表 

ふりがな 年  齢 ※特記事項 

氏 名                  
 

     才 

 

 

体 温 

月   日(  ) 月   日(  ) 月   日(  ) 月   日(  ) 月   日(  )

朝：   度   分 朝：   度   分 朝：   度   分 朝：   度   分 朝：   度   分 

昼：   度   分 昼：   度   分 昼：   度   分 昼：   度   分 昼：   度   分 

夜：   度   分 夜：   度   分 夜：   度   分 夜：   度   分 夜：   度   分 

息 苦 し さ ある ・ ない ある ・ ない ある ・ ない ある ・ ない ある ・ ない 

味 覚 ・ 臭 覚 ある ・ ない ある ・ ない ある ・ ない ある ・ ない ある ・ ない 

咳 ・ 痰 ある ・ ない ある ・ ない ある ・ ない ある ・ ない ある ・ ない 

倦 怠 感 ある ・ ない ある ・ ない ある ・ ない ある ・ ない ある ・ ない 

嘔 吐 ・ 吐 き 気 ある ・ ない ある ・ ない ある ・ ない ある ・ ない ある ・ ない 

下 痢 の 症 状 ある ・ ない ある ・ ない ある ・ ない ある ・ ない ある ・ ない 

その他の症状 
 

食欲がない、鼻水・ 

鼻づまり、のどの 

痛み、頭痛、関節 

筋肉通などによる 

症状 

ある ・ ない 
【具体的に】 

ある ・ ない 
【具体的に】 

ある ・ ない 
【具体的に】 

ある ・ ない 
【具体的に】 

ある ・ ない 
【具体的に】 

 



［避難者で発熱(体調不良も含む)の症状が出た場合の対応］ 

 

・発熱者が出た場合、まず、検温を行い、症状の確認を行う。 

 

・発熱者を別の部屋に誘導する。別部屋が確保できない場合は、間仕切り等において、他の方との接触 

がないよう対応する。 

 

・能登中部保健福祉センターへ連絡し、指示を仰ぐ。 

 

・対応する職員は、マスク、手袋、カッパ、フェイスシールドをつけて、対応する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

装着イメージ 



　発熱者は別部屋で待機

　※一般避難者とは接触しない
　　よう対応

　※中部保健福祉センターの指
　　示を仰ぐ

専用トイレの確保

受
付

2m 2m 2m

入口

出口

動線を分ける

発熱者の専用の

動線を設ける

発熱者用の出口

入口と出口の

動線を分ける

・手指消毒

・名簿記入

・検温

・健康状態チェックシート

こまめに手洗いをする

こまめに換気する

避難者同士の距離を２ｍ程度保つ

大きい声での

会話は控える

発熱者専用の

トイレは別にする
※可能な場合のみ

避難者が増えてきた

時は間仕切りをする

上記対応は参考例です。

避難所によっては、同様の対応が難しいこともある

ので、基本的に避難者自身が感染防止対策に努め

るように注意喚起する。

マスク、体温計、

消毒液など、持

参しているか確

認する

新型コロナウイルス感染症対応 避難所イメージ図 < 大雨等による一時避難時 >



 

 

 

 

 

[ 長期にわたる避難対応(例) ] 

 

・国が示した避難所レイアウト図（例）＜避難受付時＞ 

・国が示した避難所レイアウト図（例）＜避難受付以降＞ 

・国が示した避難滞在スペースのレイアウト（例） 

・国が示した濃厚接触者専用室のレイアウト（例） 



軽症者等
（一時的）

専用トイレ

専用トイレ

発熱者等ｿﾞｰﾝ

＜専用スペース＞

1F

2F

避難者

おむつ・授乳

受
付

発熱者等専用階段

発熱者等専用階段

総合受付にて、滞在ス
ペース・区画の振り分け
（ナンバリング）を行う。

発
熱
者
等

要
配
慮
者

一
般
の
避
難
者

受付

出
入
口

受付時でのチェック

○避難者カードの記入

○発熱、咳等、体調の確認

○要配慮等の確認 など

・体温計（非接触型） ・マスク

・アルコール消毒液（手指用）
・次亜塩素酸溶液
・ハンドソープ、ウェットティッシュ
・フェイスシールド
・ビニールシート
・使い捨て手袋

用意するもの

など

看護師や
保健師による巡回

炊き出し

一人分ずつ
小分けにして配食

専用トイレ

濃厚接触者ｿﾞｰﾝ
境界線

テープ

濃厚接触者専用階段

濃厚接触者専用階段

出
入
口

出
入
口

受
付

濃
厚
接
触
者

要配慮者

妊産婦

（マスク・体温計・上履き・ごみ袋持参）

専用階段、専用トイレ
の確保をする。（専用階
段について、確保が難し
い場合は、時間的分離・
消毒等の工夫をした上
で兼用することもあり得
る。健康な人との兼用は
不可。）

専用スペースと専用ト
イレ、独立した動線を確
保できない場合は、濃
厚接触者専用避難所を
別途開設することも考え
られます。

・軽症者等は、予め災
害時の対応・避難方法
等を決め、本人に伝え
ておくことが重要です。

・軽症者等及び新型コ
ロナウイルス感染症を
発症したと疑われる人
の対応については、防
災担当部局と保健福祉
部局等が十分に連携の
上で、適切な対応を事
前に検討する。

・軽症者等が一時的に
避難所に滞在する場合、
－敷地内の別の建物

とする。
－同一建物の場合は、

動線を分け、 専用
階段とスペース、
専用のトイレ、専用
風呂等が必要

※軽症者等であっても
原則として一般の避難
所に滞在することは適
当でないことに留意する。

ｚ

専用トイレ

・高齢者 ・障がい者
・基礎疾患を有する者

※ 上記は全て実施することが望ましいが、災害時において、種々の制約が想定され、出来る範囲で最大限実施することが望まれる。

物資
保管場所

女性更衣室

男性更衣室

女性トイレ

男性トイレ

受
付

受
付

物資
配布場所

お
む
つ

交
換

授
乳

ス
ペ
ー
ス

避難者スペース

避難者スペース

避難者スペース

高齢者
スペース

避難者スペース

情
報
掲
示
板

特設公衆電話

＜集合スペース＞

障がい者
車いす

スペース

ス
ロ
ー
プ

通路の幅は2m以上を確保 看護師や保健師
による巡回

手
洗
い
場

着
替
え
ス
ペ
ー
ス

男
性
用

着
替
え
ス
ペ
ー
ス

女
性
用

新型コロナウイルス感染症対応時の避難所レイアウト（例）<避難受付時>

Ｒ２．６．１０
第２版

上履き
（スリッパ、靴下など）

外履き

受付等のテントについては、建物の窓の付近に設置しないよう留意する。



物資
保管場所

女性更衣室

男性更衣室

女性トイレ

男性トイレ

受
付

受
付

物資
配布場所

お
む
つ

交
換

授
乳

ス
ペ
ー
ス

情
報
掲
示
板

特設公衆電話

ス
ロ
ー
プ

手
洗
い
場

着
替
え
ス
ペ
ー
ス

男
性
用

着
替
え
ス
ペ
ー
ス

女
性
用

テント

パーティション

テープ等による区画表示

①

②

③

⑤

④

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

① ④

③

⑤ ⑧

⑦

⑥

②

⑩

⑪

⑬

⑫

⑨

⑭

⑱

⑰

⑯

⑮

⑳

㉑

⑲

③

①

②

④

⑤

⑥

⑧

⑩

⑨

⑦

⑫
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●テープ等による区画表示やパーティション、テントを利用する場合は、番号等を付し、誰がどの番号等の区画等に滞在
しているか分かるように管理する。

健康な人の避難所滞在スペースのレイアウト（例）

⑯

⑮

⑭

⑬
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専用トイレ

専用トイレ

発熱者等ｿﾞｰﾝ

物資
保管場所

女性更衣室

男性更衣室

女性トイレ

男性トイレ

物資
配布場所

お
む
つ

交
換

授
乳

ス
ペ
ー
ス

避難者スペース

避難者スペース

避難者スペース

高齢者
スペース

避難者スペース

情
報
掲
示
板

特設公衆電話

＜専用スペース＞

1F

2F

＜集合スペース＞

障がい者
車いす

スペース

おむつ・授乳

ス
ロ
ー
プ

通路の幅は2m以上を確保

発熱者等専用階段

発熱者等専用階段

出
入
口

看護師や保健師
による巡回

手
洗
い
場

看護師や
保健師による巡回

炊き出し

一人分ずつ
小分けにして配食

専用トイレ

濃厚接触者ｿﾞｰﾝ
境界線

テープ

濃厚接触者専用階段

濃厚接触者専用階段

出
入
口

出
入
口

要配慮者

妊産婦

着
替
え
ス
ペ
ー
ス

男
性
用

着
替
え
ス
ペ
ー
ス

女
性
用

専用トイレ

・高齢者 ・障がい者

・基礎疾患を有する者

※必要に応じて発熱者の家族及び
同居者用の専用スペースを確保する
ことを検討

発熱者

発熱者の
家族※

発熱者経路

受
付

受
付

新型コロナウイルス感染症対応時の避難所レイアウト（例）<避難受付以降>
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※ 上記は全て実施することが望ましいが、災害時において、種々の制約が想定され、出来る範囲で最大限実施することが望まれる。

軽症者等
（一時的）

・軽症者等及び新型コ
ロナウイルス感染症を
発症したと疑われる人
の対応については、防
災担当部局と保健福祉
部局等が十分に連携
の上で、適切な対応を
事前に検討する。

・軽症者等が一時的に
避難所に滞在する場合、
－敷地内の別の建物

とする。
－同一建物の場合は、

動線を分け、 専用
階段とスペース、
専用のトイレ、専用
風呂等が必要

※軽症者等であっても
原則として一般の避難
所に滞在することが適
当でないことに留意す
る。

ｚ

専用階段、専用トイレ
の確保する。
（専用階段について、
確保が難しい場合は、
時間的分離・消毒等の
工夫をした上で兼用す
ることもあり得る。）
（健康な人との兼用は
不可）



健康な人の避難所滞在スペースのレイアウト（例）

●体育館のような広い空間において、健康な人が滞在するスペースとしては、以下のような方法が考えられる。
感染対策やプライバシー保護の観点からは、パーティションやテントを用いることが望ましい。

●感染リスクの高い高齢者・基礎疾患を有する人・障がい者・妊産婦等が滞在する場合には、避難所内に専用スペースを設ける
ことが望ましいが、体育館内に専用ゾーンを設け、以下と同様の考え方で利用することも考えられる。

※ 人と人の間隔は、できるだけ2m（最低1m）空けることを意識して過ごしていただくことが望ましい。

※ 上記は全て実施することが望ましいが、災害時において、種々の制約が想定され、出来る範囲で最大限実施することが望まれる。

3m

3m

○家族間の距離を1m以上あける

パーティションを利用した場合

テープ等による区画表示 テントを利用した場合

○テントを利用する場合は、飛沫感染を
防ぐために屋根がある方が望ましいが、
熱中症対策が必要な際には、取り外す。

○飛沫感染を防ぐため、少なくとも座位で口元より高いパーティションとし、プライバシーを確保
する高さにすることが望ましい。また、換気を考慮しつつ、より高いものが望ましい。

○一家族が一区画を使用し、人数に
応じて区画の広さは調整する

（例） （例）

（例）

※スペース内通路は出来る限り通行者が
すれ違わないように配慮する必要がある

1m～2m以上

1m～2m以上

1m
～2m
以上

1m～2m以上

1m～2m以上 段ボールベッド
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※ 避難所では、基本的にマスクを着用することが望ましい。特に、人と人との距離が1mとなる区域に入る人はマスクを着用する。



発熱・咳等のある人や濃厚接触者専用室のレイアウト（例）

出入口 出入口

換気窓

出入口 出入口

・軽症者等は、予め災害時の対応・避難方法等を決めておくことが望ましいが、避難所に一時的に滞在する場合がある。

・感染予防および医療・保健活動のしやすさの観点から、地域における感染拡大状況や、各避難所、活用するホテル・旅館等の状況を踏まえ、
防災担当部局や保健福祉部局等の連携のもと、必要に応じて特定の避難者の専用の避難所を設定することも考えられる。
（例：高齢者・基礎疾患を有する者・障がい者・妊産婦用、発熱・咳等の症状のある者用、濃厚接触者用）

換気窓換気窓換気窓 換気窓

※飛沫感染を防ぐため、少なくとも座位で口元より高いパーティションとし、プライバシーを確保する高さにすることが望ましい。また、換気を考慮し
つつ、より高いものが望ましい。

消毒液等 消毒液等 消毒液等消毒液等

※ 上記は全て実施することが望ましいが、災害時において、種々の制約が想定され、出来る範囲で最大限実施することが望まれる。

●濃厚接触者は、可能な限り個室管理とする。難しい場合は専用のスペースを確保する。やむを得ず同室にする場合は、パーティ
ションで区切るなどの工夫をする。

●発熱・咳等のある人は、可能な限り個室にすることが望ましいが、難しい場合は専用のスペースを確保する。やむを得ず同室に
する場合は、パーティションで区切るなどの工夫をする。

Ｒ２．６．１０
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（例）

※濃厚接触者は、発熱・咳等のある人より優先して個室管理とする。

●発熱・咳等のある人及び濃厚接触者は、それぞれ一般の避難者とはゾーン、動線を分けること。

●人権に配慮して「感染者を排除するのではなく、感染対策上の対応であること」を十分に周知する。

※ 発熱・咳等のある人及び濃厚接触者は、マスクを着用する。



 

 

 

[ 避難所での啓発掲示物 ] 
 

 

 

・手洗い、咳エチケット、マスク着用のチラシ 

・エコノミークラス症候群の予防チラシ 



① ②

③ ④

七 尾 市

新型コロナウイルス感染症対策

≪避難所における対応≫



① ②

③ ④

七 尾 市

新型コロナウイルス感染症対策

≪避難所における対応≫





〇 エコノミークラス症候群とは  食事や水分を十分に取らない状態で、車などの狭い座席に長時間
座っていて足を動かさないと、血行不良が起こり血液が固まりやすく
なります。その結果、血の固まり（血栓）が血管の中を流れ、肺に詰
まって肺塞栓などを誘発する恐れがあります。  
〇 予防のために心掛けると良いこと  予防のためには、    ① ときどき、軽い体操やストレッチ運動を行う    ② 十分にこまめに水分を取る    ③ アルコールを控える。できれば禁煙する    ④ ゆったりとした服装をし、ベルトをきつく締めない    ⑤ かかとの上げ下ろし運動をしたりふくらはぎを軽くもんだりする    ⑥ 眠るときは足をあげる   などを行いましょう。  
〇 予防のための足の運動 

エコノミークラス症候群の予防のために 
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